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・情報活用能力の育成に向けて、学校における取組の参考となる資料を作成するとともに、ICT

を活用した授業改善の先進事例を収集し、ポータルサイトに掲載して各学校に普及するなど

して、学校における教科等横断的な視点に立った教育課程の編成や授業改善の推進を図る。

【再掲】 

 

・国の端末の活用に関するガイドラインや、道教委で

策定した「ICT活用授業指針」、ICTを活用した授業

モデル等を周知し、ICT活用の推進を図る。 

 

・ICT 活用に関する学校間の差を縮小させるため、活

用が十分に進んでいない学校の課題等の実態を把

握し、その学校や市町村教育委員会に対して、課題

に応じた指導助言を行う。 

 

・児童生徒一人一人の興味・関心等を踏まえて、きめ

細かく指導・支援するなど、１人１台端末などのICT

を活用し、発達の段階に応じて、全ての子どもたち

の可能性を引き出す「個別最適な学び」と「協働的

な学び」の一体的な充実を図る。 

 

 

 

 

・高等学校においては、生徒が ICTを日常的に活用することにより自ら見通しを立てたり、学

習の状況を把握したり、新たな学習方法を見いだしたりするなどして、自ら学び直しや発展

的な学習を行うことができるよう、ICT 機器を活用して生徒一人一人に応じた学習活動や学

習課題に取り組む機会を提供するなど、個に応じたきめ細かな学習指導を充実させるととも

に、ICT機器を活用して探究活動の取組の成果を共有するなど、遠隔地の専門家や他の学校・

地域や海外との交流などを促進し、ICTを効果的に活用する教育を実践する。 

 

・公立高等学校入学者選抜学力検査問題の作成に当たっては、全国学力・学習状況調査の結果

等を参考に、言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能

力が育成されているかなど、子どもたちの学習の状況を把握することができるよう作成する。 

 

  

２．基本的な方針を実現するための施策 

(１) ICTを活用した児童生徒の資質・能力の育成 

① ICTの効果的な利活用の推進 

図表29 ICTを活用した授業モデルについて（道教委資料） 
【Tips編】 【デザイン編】 
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・新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ等の感染症、冬期間の雪害等による学校の臨時

休業時等、やむを得ず学校に登校できない児童生徒への学びの保障に向けて、非常時の端末

の持ち帰りについて必要な準備を進めるとともに、オンライン学習を実施している学校の効

果的な事例等の普及や、指導主事等による学校訪問などを通じて、各学校の実情に応じた指

導助言を行う。【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・平常時における端末の持ち帰りを推進するとともに、学習活動の重点化を行い、ICT を活用

して授業の効率化と家庭学習を充実させ、個別の学習指導を行う、という家庭での学びを授

業に結び付ける新しい学習サイクル等の実践事例を収集し、ポータルサイト等で情報発信を

行う。 

 

・１人１台端末等の持ち帰りも含めた学校の実践事例を収集し、市町村教育委員会や学校に対

して周知するとともに、各学校において子どもの安全面や健康面に一層配慮した取組が行わ

れるよう指導助言を行う。 
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・国が作成した各学校種段階において身に付けさせるべき「情報活用能力の体系表例」を参考

に作成した「学習活動の視点から見た情報活用能力一覧」を各学校に示し、各教員が学年、

教科の特性や内容に応じた効果的な ICT の活用を指導計画に位置付けるよう促すとともに、

小・中、中・高の学校種間での円滑な接続に向け、小学校から高等学校までの12年間を見通

した情報活用能力の育成を図る。【再掲】  
 

・小学校の各教科等や中学校の技術・家庭（技術分野）におけるプログラミング教育＊37を通し

て、児童生徒の論理的思考力を育むとともに、問題の発見、解決に向けて情報技術を適切か

つ効果的に活用する資質・能力の向上を図る。 

 

・高等学校においては、プログラミング的思考＊38を含む情報活用能力を育成していくことがで

きるよう各教科等の特質を生かし、教科等横断的な視点から教育課程の編成を図るとともに、

必履修科目「情報Ⅰ」等においてプログラミング教育の充実を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ネット上のいじめやトラブルを防止するために、ネットパトロールによるネット上のトラブ

ルの早期発見、早期対応のほか、児童生徒や教員、保護者を対象とした、小学校段階から児

童生徒の発達段階に則した情報モラルに関する指導資料を作成・周知するとともに、国の「e-

ネットキャラバン＊39」の活用を促進するなどして情報モラル教育の充実を図る。また、保護

者の責務として、自らの教育方針及び児童生徒の発達の段階に応じ、その保護する児童生徒

について、インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、インターネットの利用

を適切に管理し、インターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めることを積極的

に周知する。 

 

② 情報活用能力の育成 

図表30  「小学校プログラミング教育の手引」の改訂（第三版）について（文部科学省資料） 
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・視力低下や睡眠障害など端末利用時の健康への配慮事項を記載した啓発リーフレットの活用

のほか、小児科医や眼科医等の専門家の助言を得ながら、目の健康に関する実践研究に取り

組み、その成果を広く周知するなどして、子どもたちが情報化の進展にも対応し、生涯にわ

たって心身ともに健康な生活を送るための健康リテラシー＊40の育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「いじめは絶対に許されない」という意識の醸成や望ましい人間関係の構築等に向けて、児童会や

生徒会活動での主体的ないじめ防止の取組や、自己有用感を高める心理教育プログラムを推進す

るなどして、子どもの健やかな成長を促す生徒指導を展開し、子どもが主体的に取り組むいじめの

未然防止に向けた取組の充実を図る。 

 

・「死にたい」などの子どもの不安や悩み等の早期段階での把握に向けて、不安や悩みを抱えたとき

の対処方法を学ぶ「SOSの出し方に関する教育」を含む自殺予防教育の推進や１人１台端末を活用

した相談窓口の利用を促進するなどして、スクールカウンセラー＊41等との連携による教育相談や、

各種相談窓口の活用促進など、教育相談体制の充実を図る。 

 

・不登校児童生徒が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立する方向を目指すことができる

よう、学習や相談等の情報を掲載した「不登校支援ポータルサイト」を開設するなどして、

不登校の児童生徒やその保護者を支援する。 

 

③ 健康リテラシーの育成 

図表31  リーフレット「家庭と連携した児童生徒の健康への配慮」（道教委作成） 

④ いじめ・自殺・不登校等の対応の充実 
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・子どもたち一人一人の障がいの状態等に応じた ICTを活用した授業改善に向けて、各学校の

効果的な取組事例を収集し、Webページ等を通して普及するほか、効果的な ICTの活用方法

等について、専門機関と連携した研究を行い、その成果を各学校に周知するなどして、教員

のICT活用指導力の向上を図る。  

 

 

 

・障がいのために通学して教育を受けることが困難な子どもに対して、最新技術やオンデマン

ド教材＊42等の活用など、必要に応じて訪問教育と ICTを活用した遠隔教育を組み合わせた指

導を行うなどして、訪問教育を受ける子どもへの効果的な学習の推進を図る。 

 

・不登校や感染症の回避や疾病等のために登校しない子どもたちへの支援に向けて、学校と家庭

を結んだオンライン学習や、１人１台端末を活用したオンラインでのカウンセリングなど、個

に応じた学習や教育相談の機会を確保するなどして、ICT を活用した適切な支援を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・日本語指導が必要な児童生徒に対して、生活面の適応、日本語学習、教科学習などの指導や

支援を適切に行うことができるよう、ICT を効果的に活用し、有識者と指導主事が指導助言

するとともに、教員研修の実施や優れた事例の提供、多言語翻訳機の貸与など、市町村教育

委員会や学校の取組を支援する。 

⑤ 障がいのある児童生徒の教育環境の充実 

⑥ 相当の期間学校を欠席する児童生徒に対する教育の機会の確保 

⑦ 日本語指導が必要な児童生徒の教育の充実 

図表32  教職員研修資料 ICTを活用した不登校の児童生徒への「学びを止めない」「心を近づける」学習支援 実践事例（道教委作成） 


